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官報って・・・？ 

 

官報とは、国が発行する唯一の法令公布の機関紙です。 憲法、法律、条約、政令、省令などは、官報

に掲載されて初めて「公布」されたことになり、法的な効力が発生することになります。 

一番大きな役割は法令を公布することですが、国の政策を周知したり、国民の権利義務に関連する各

種の公告なども掲載されます。  

 

令和 7 年（2025 年）4 月 1 日、「官報の発行に関する法律」の施行により、官報は官報発行サイトへの

掲載をもって発行とされ、同サイトに掲載される電子データが官報の正本となりました。 

行政機関の休日を除き、毎日午前 8時 30分に発行されます （緊急時に発行される「特別号外」は、日時

を問わず発行されます）。 

発行日から原則 90 日間は、官報全体を無料で閲覧・ダウンロードすることができます。90 日経過後は、

プライバシーへの配慮が必要な一部の記事を除いて、閲覧・ダウンロードすることができます。 

 

図書館では、パソコンコーナーでオンラインデータベース「官報情報検索サービス」や国立国会図書館

デジタルコレクション、官報発行サイトが閲覧できます。 

  

官報に掲載される内容 

 

●法令の公布 

憲法改正、詔書（国会の召集、衆議院の解散、衆議院議員総選挙施行、参議院議員通常選挙施行など）、

法律、政令、条約、最高裁判所規則、府令や省令、規則、告示 

 

●広報 

国会事項（議事日程、議案関係など）、人事異動（一定の役職以上の公務員）、叙位叙勲、皇室事項（行幸

啓、御祝電、宮中諸儀など）、官庁報告（各省庁の報告事項など）、資料（閣議決定事項など） 

 

●公告 

国や各府省庁、裁判所、地方公共団体などからの告知   

地方公共団体の公告（地方債償還、行旅死亡人など）、裁判所公告（破産、失踪、相続など）、会社公告

（解散、合併、決算公告など）、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達 

 

■その他     

 国民の休日（前年 2月最初の官報で発表）、公聴会の予定、国宝、重要文化財の指定、 

国家試験の情報・合格者、地価公示など 

 

官報の種類   

 

●本紙            行政機関の休日以外毎日発行、32ページで構成 

●号外               本紙で掲載しきれない分量を掲載、随時発行 

●号外国会会議録     衆議院及び参議院の会議録を掲載 

●号外政府調達公告   政府の調達に関する公告を掲載 

●特別号外           緊急に掲載を要する記事がある場合に発行 

 

調べるシリーズ         ＝官報の使い方＝ 



官報の使い方   

 

1．目次  官報には記載される記事の順番が決まっています。最初に必ず目次がついています。 

2．目録  詔書から告示まで、法令別･省庁別に、題･掲載日･号数･頁数をまとめています。 

翌月 8日前後に発行。 

 

Ｗｅｂで調べる   

 

●官報発行サイト    https://www.kanpo.go.jp/ 

 内閣府のサイト。 直近 90日間分の官報を見ることができる。令和 7（2025）年 3月 31日までにインターネ

ット版官報として配信された事項のうち、平成 15（2003）年 7月 15日以降の法律、政令等の官報情報と平

成 28（2016）年 4月 1日以降の政府調達の官報情報を、PDFデータで閲覧することができます。検索機能

はありません。 

 

●官報目次検索   https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/ 

    全国官報販売協同組合のサイト。 平成 8（1996）年 6月 3日以降の目次が検索できます。 

 

●政府公共調達データベース  https://www.jetro.go.jp/gov_procurement/ 

ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）のサイト。政府調達についての解説と、政府調達公告版の検索ができます。 

（公示の種類、官報掲載日、調達機関、調達機関所在地、品目による検索が可能） 

 

●国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/collections/A00015?pageNum=0 

  明治 16（1883）年 7月 2日の官報創刊日から昭和 27（1952）年 4月 30日までの官報を収録。 

また、昭和 21（1946）年 4月 4日から昭和 27（1952）年 4月 28日の期間のみ刊行されていた 

OFFICIAL GAZETTE; ENGLISH EDITION（英文官報）が閲覧できます。 

 

●官報情報検索サービス （図書館契約データベース）    

昭和 22(1947)年 5月 3日から当日発行分までの官報を日付やキーワードから検索できます。 

※プライバシーへの配慮が必要な一部記事は検索できません。 

 

 

★ 池田市の公報   

 

自治体版官報ともいえるのが公報です。 池田市立図書館で「池田市公報」を閲覧できます。 

池田市のホームページ ＞ 市政情報 ＞ 情報公開 のページから過去 2年分のデータを閲覧できます。 

●池田市公報 (Web)  https://www.city.ikeda.osaka.jp/shisei_info/joho/1601337918432.html 
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